
横須賀市国際交流イベント補助金交付要綱  

（総則）  

第１条  市の国際交流推進を図ることを目的として交付する補助金については、

補助金等交付規則（昭和 47年横須賀市規則第 33号。以下「規則」という。）

に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。  

（補助対象者）  

第２条  補助金の交付を受けることができる者は、本市において国際交流イベ

ント（市民の国際理解、多文化理解及び多文化共生の推進を図ることができ

る事業）を主催する団体とする。  

（補助対象事業）  

第３条  補助の対象となるイベントは、次の各号のいずれにも該当するものと

する。  

 (１ ) 広く市民を対象とした、日本人と外国人が交流するイベント、多文化の

理解を深めるイベント等であること。  

 (２ ) 主催者を除く参加者が  100人以上となるものであること。  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の

対象としない。  

 (１ ) この要綱の規定による補助金と同様の趣旨の他の補助金等の交付（国、  

県又は本市その他団体によるものを含む。）を受けているもの  

 (２ ) 政治的又は宗教的活動を目的とするものと認められるもの  

 (３ ) 営利を目的とするもの  

 (４ ) 横須賀市暴力団排除条例（平成 24年横須賀市条例第６号）第２条第２号

に規定する暴力団又は代表者及び役員が同条第３号に規定する暴力団員

である団体が主催するもの  

 (５ ) その他公序良俗に反する等、補助対象として適当でないと認められるも

の  

（補助対象経費）  

第４条  補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対

象事業に要する経費から事業の収入を除いた額のうち、次の各号に掲げるも

のとする。  

 (１ ) 講師、演奏者等の謝礼に係る報償費  

 (２ ) 講師、演奏者等の移動、宿泊に係る旅費  

 (３ ) 消耗品費  

 (４ ) チラシ、パンフレット等の印刷製本費  



 (５ ) 資材等の運搬、通信に係る通信運搬費  

 (６ ) 新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等への広告掲載費   

 (７ ) 保険料  

 (８ ) 会場設営委託料、警備委託料、清掃委託料  

 (９ ) 会場使用料、付帯器具設備借上料  

 (10) その他市長が認める経費  

（補助金額）  

第５条  補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に２分の１を乗

じて得た額に相当する額とし、 50万円を上限とする。  

２  前項の規定により算出した額に  1,000円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てる。  

（申請書の提出）  

第６条  規則第４条第１号に規定する事業計画書は事業計画書（第１号様式）

による。  

２  規則第４条第２号に規定する予算書は収支予算書（第２号様式）による。  

３  規則第４条第３号に規定するその他参考となる書類は、次に掲げるものと

する。  

 (１ ) 主催団体の規約  

(２ ) 団体名、役職名、氏名、フリガナ、生年月日及び住所を記載した主催団  

体の役員名簿  

 (３ ) その他市長が必要と認める書類  

（実績報告書の提出）  

第７条  規則第 10条に規定する市長の定める書類は、次に掲げるものとする。  

 (１ ) 事業報告書（第３号様式）  

 (２ ) 収支決算書（第４号様式）  

 (３ ) 補助対象経費の支払を証する領収書等又はその写し  

 (４ ) その他市長が必要と認める書類  

（その他）  

第８条  この要綱の施行について必要な事項は、市長室長が定める。  

附  則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

 



第１号様式（第６条第１項関係） 

 

  年 度  事 業 計 画 書  

 

主 催 者 

住所 

（所在地） 
 

団体名  

代表者氏名  

電話  

事 業 名  

開 催 日  

使 用 会 場  

後援予定者  

参 加 予 定 

人 数 
 

参 加 費 □有料 □無料  有料の場合その金額      円 

補 助 対 象 

経費の総額 
        円 事業収入         円 

補助金交付

申 請 額 
        円 

補助対象経費の総額から事業収入を除いた額 

の２分の１（1,000円未満の端数は切捨て） 

趣旨・目的 

 

 

 

 

内 容 

 

 

 

 

 

事 業 効 果 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第６条第２項関係） 

  年度 収支予算書 

（収入の部） 

項 目 金   額 内        訳 

参 加 費 円  

協 賛 金 円  

そ の 他 収 入 

（広告料、売上等） 
円  

小 計 ① 円 事業収入合計 

自 己 負 担 金 円  

横須賀市国際交流

イベント補助金 
 円 

補助対象経費の総額から事業収入を除いた

額の２分の１（③－①）×１/２ 

※1,000円未満の端数は切捨て 

合 計 ② 円  

 

（支出の部） 

項 目 金   額 内        訳 

報 償 費 円  

旅 費 円  

消 耗 品 費 円  

印 刷 製 本 費 円  

通 信 運 搬 費 円  

広 告 掲 載 費 円  

保 険 料 円  

委 託 料 円  

使 用 料 円  

そ の 他 円  

合 計 ③ 円 ※補助対象経費の総額 

※収支の合計は一致します。（②＝③） 

※できるだけ詳細に記入してください。 



第３号様式（第７条関係） 

 

  年 度  事 業 報 告 書  

 

主 催 者 

住所 

（所在地） 
 

団体名  

代表者氏名  

電話  

事 業 名  

開 催 日  

使 用 会 場  

後 援 者  

参 加 者 数  

実 施 状 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成 果 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

  年度 収支決算書 

（収入の部） 

項 目 金   額 内        訳 

参 加 費 円  

協 賛 金 円  

そ の 他 収 入 

（広告料、売上等） 
円  

小 計 ① 円 事業収入合計 

自 己 負 担 金 円  

横須賀市国際交流

イベント補助金 
 円 

補助対象経費の総額から事業収入を除いた

額の２分の１（③－①）×１/２ 

※1,000円未満の端数は切捨て 

合 計 ② 円  

 

（支出の部） 

項 目 金   額 内        訳 

報 償 費 円  

旅 費 円  

消 耗 品 費 円  

印 刷 製 本 費 円  

通 信 運 搬 費 円  

広 告 掲 載 費 円  

保 険 料 円  

委 託 料 円  

使 用 料 円  

そ の 他 円  

合 計 ③ 円 ※補助対象経費の総額 

※収支の合計は一致します。（②＝③） 

※できるだけ詳細に記入してください。 


